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３-１ 自転車活用推進に向けた目標と施策の方向性 

本市の自転車を取り巻く現状や課題、国や福岡県の自転車活用推進計画等を踏まえ、長

期的な視点で実現すべき目標として、「自転車を快適に利用できるまちづくり」、「自転車を

活用した健康づくり」、「自転車を活用したにぎわいづくり」、「自転車・歩行者・自動車が

安全に通行する社会づくり」の４つの目標を定め、それぞれの目標を実現するための施策

の方向性を整理しました。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

目標１ 自転車を快適に利用できるまちづくり 
 
 自転車を歩行者や自動車と分離した自転車通行空間を整備し、
自転車走行の安全性・快適性を向上させます。また、駐輪場の 
利便性向上や違法駐車への対策強化等を図り、自転車を利用し 
やすい環境を整えます。 

１．快適な自転車通行空間の整備 

２．地域特性に合わせた駐輪場の整備  

３．路上放置自転車対策の強化 

 

目標２ 自転車を活用した健康づくり 
 
 自転車に乗ることは健康を維持するうえでも効果的であるた
め、市民や企業等に対し、自転車利用による健康づくりの意義や
効果についての啓発を進めるとともに、自転車を利用した健康づ
くりの機会の創出を目指します。 
 

４．健康づくり事業の推進 

 

目標３ 自転車を活用したにぎわいづくり 
 
 自転車を通して市内の地域資源の魅力に触れる機会を創出し、
にぎわいづくりを推進します。また、観光客のアクセス手段の充
実や市内における回遊性向上を目的としたシェアサイクル等の導
入を進めます。 

５．シェアサイクル等の導入 

６．自転車に関するイベントの実施 

７．自転車による周遊ルートの設定と情報発信 

 

目標４ 自転車・歩行者・自動車が 

安全に通行する社会づくり 
 
 自転車は幅広い世代に利用されることから、各世代に応じた 
交通安全教育や交通ルール・マナーの周知を行い、市民の安全意
識の醸成を図ります。また、自転車保険の加入促進や自転車点検
整備を推進し、自転車を安全に利用できる環境づくりを進めます。 

８．交通安全教育の拡大推進 

９．自転車保険の加入促進  

10．自転車点検整備の推進 

11．災害時の自転車活用 
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３-２ 自転車利用の現状と課題に対する目標の整理 

 ２章にて整理した自転車利用の現状と課題に対する目標との関係性は次の通りです。 
 

 

 
図 3-1 自転車利用の現状と課題に対する目標 

 

 

  

目標２ 自転車を活用した健康づくり

目標４ 自転車・歩行者・自動車が
安全に通行する社会づくり

目標３ 自転車を活用したにぎわいづくり

目標１ 自転車を快適に利用できるまちづくり

 1．快適な自転車通行空間の整備　

自転車利用環境の現状

連続した広域的な自転車ネットワークの形成

路上放置自転車対策や盗難対策の強化

将来の駐輪ニーズを見据えた駐輪環境の整備

自転車の流動特性に合わせた通行空間の整備

自転車関連事故の発生状況

自転車関連事故の発生場所への対策

自転車利用者への交通安全教育の実施

自転車損害賠償保険等の加入状況

自転車保険への加入促進

市民の健康づくり

自転車を活用した健康づくりの促進

自転車を活用したにぎわいづくりの状況

自転車を活用したにぎわいづくりの促進

災害時における自転車活用

災害時における自転車活用の推進

大野城市の地域特性

大野城市の特性に合わせた自転車利用環境の整備

自転車が安全・安心して通行できる環境の整備

自転車利用環境に関する市民の意向

自転車利用者のニーズを踏まえた環境整備の充実

 ２．地域特性に合わせた駐輪場の整備

 ３．路上放置自転車対策の強化

 ４．健康づくり事業の推進

 ５．シェアサイクル等の導入

 ６．自転車に関するイベントの実施

 ７．自転車による周遊ルートの設定と情報発信

 ８．交通安全教育の拡大推進

 ９．自転車保険の加入促進

 10．自転車点検整備の推進

 11．災害時の自転車活用

　自転車を歩行者や自動車と分離した自転車通行空間
を整備し、自転車走行の安全性・快適性を向上させま
す。また、駐輪場の利便性向上や違法駐車への対策

強化等を図り、自転車を利用しやすい環境を整えます。

　自転車に乗ることは健康を維持するうえでも効果的
であるため、市民や企業等に対し、自転車利用による
健康づくりの意義や効果についての啓発を進めるとと
もに、自転車を利用した健康づくりの機会の創出を目
指します。

　自転車を通して市内の地域資源の魅力に触れる機会
を創出し、にぎわいづくりを推進します。また、観光
客のアクセス手段の充実や市内における回遊性向上を
目的としたシェアサイクル等の導入を進めます。

　自転車は幅広い世代に利用されることから、各世代

に応じた交通安全教育や交通ルール・マナーの周知を

行い、市民の安全意識の醸成を図ります。また、自転

車保険の加入促進や自転車点検整備を推進し、自転車

を安全に利用できる環境づくりを進めます。
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３-３ 施策の方向性と具体的な取り組み 

目標実現のための施策の方向性に基づき、次の具体的な取り組みを実施していきます。 
 

【目標１】 自転車を快適に利用できるまちづくり 
 
●目標１に関連する開発目標（SDGs） 

目標 関連する内容 目標 関連する内容 

 

７.エネルギー 

→自動車から自転車への転換

による環境負荷の低減 
 

11.都市 

→自転車通行空間の整備 

→駐輪場の整備 

 
 

１.快適な自転車通行空間の整備 

自転車が安全で快適に利用できるよう、連続した自転車通行空間の整備を行います。ま

た、整備にあたっては、地域特性や道路形状に応じた整備形態の選定を行い、計画的に整

備を進めます。 
 

 

 

 
 
 
 

 

  

【具体的な取り組み】 

①自転車ネットワーク計画に基づく整備 

  本計画内で策定した自転車ネットワーク計画に基づき、地域特性や道路形状に応じ

た自転車通行空間の整備を進めていきます。 
 

②自転車通行環境の情報発信 

自転車利用者が安全で快適に通行できる自転車通行空間の整備状況を把握できるよ

う、市のホームページや広報等で広く情報を発信していきます。 

■自転車ネットワーク計画の概要（詳細は第 4 章参照）   
自転車は「車両」であり、車道を通行することが大前提という考え方のもと、利便性に

優れた合理的な自転車ネットワーク路線の選定及びその路線の整備形態等を定めます。 

 

＜整備形態の選定フロー＞ 
自転車ネットワーク 

整備形態 
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２．地域特性に合わせた駐輪場の整備 

西鉄天神大牟田線（春日原～下大利）連続立体交差事業（以下「連立事業」という。）

や下大利駅東土地区画整理事業（以下「区画整理事業」という。）により、駅周辺の利便

性が向上し、駐輪需要の増加が見込まれることから、集約型都市における交通結節機能の

拡充のため計画的に駐輪場を整備していきます。 

また、サイクル・アンド・ライドの考えのもと、後述するシェアサイクル等（目標３）

も活用しながら、自転車から公共交通への乗り換えの連続性の向上も目指していきます。 
 

 

 

  

【具体的な取り組み】 

①自転車等駐車場整備計画に基づく整備 

  本計画内で策定した自転車等駐車場整備計画を踏まえ、これからの駐輪ニーズに対

応した駐輪場の整備を進めていきます。 
 

②放置自転車対策の推進 

駐輪場内の放置自転車の撤去活動について、他自治体の事例などを参考に実施時間

帯や頻度、実施体制を見直し、より効果的に実施していきます。 
 

③駐輪場附置義務制度等の導入 

一定規模の商業施設等への利用に伴う駐輪需要については、原因者である目的施設

側で整備することが原則との考えのもと、民間駐輪場を整備することを義務付ける

駐輪場附置義務制度等を導入し、適正な駐輪場の利用を図ります。 

■自転車等駐車場整備計画の概要（詳細は第 5 章参照）   
駐輪場の現状と課題を踏まえ、将来の駐輪需要を踏まえた適正な駐輪場配置やその整

備方針等について定めます。 

＜各駐輪場の整備方針の設定＞ ＜自転車駅勢圏の設定＞ 

 

＜将来の駐輪需要量の推計＞ 

例)西鉄天神大牟田線における自転車駅勢圏

図 

例)駐輪場ごとの将来の駐輪需要量 

例)西鉄春日原駅の整備方針 

 西鉄 JR 

春日原駅 白木原駅 下大利駅 大野城駅 水城駅 

将来の駐輪需要量 

の推計結果 
2,640 1,008 1,776 2,400 912 

 

将来の駐輪需要量(A) 既設駐輪場の施設容量 (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不足台数の算出 

単位：台 

方向 ①北東 ②北西 ③南東 ④南西 合計 

将来の駐輪需要量（A） 407 990 557 686 2,640 

既設駐輪場の施設容量（B） 
262 674 373 644 1,953 

新規駐輪場の施設容量（C） 178 352 191 53 774 

不足台数 A－(B＋C) -33 -36 -7 -11 -87 
 

整備方針 

・①北東及び②北西方向における駐輪需要は、既設駐輪場に加え連立事業にて高架下に駐輪場を

整備することで施設容量を確保していきます。 

・③南東及び④南西方向における駐輪需要は、既設駐輪場に加え春日市による連立事業にて高架

下に駐輪場を整備することで施設容量を確保していきます。 

・また、今後は周辺施設での買い物等による一時的な駐輪需要により施設容量の不足が生じない

よう、第３章で掲げる駐輪場附置義務制度等を活用し、周辺の商業施設等でも駐輪場を確保す

るよう求めていきます。 

 

 

 

 

 

 

②北西 

990 台 

④南西 

686 台 

③南東 

557 台 

龍神池自転車駐車場 

容量：1318 台 

②北西分：674 台 

④南西分：644 台 

春日原駅前線自転車等置場 
 

容量：217 台 
 

利用：254 台 
 

利用率：117% 

 

①北東 

407 台 

施設容量：530 台 

（①北東分：178 台） 

（②北西分：352 台） 

春日市にて整備予定 

施設容量：244 台 

（③南東分：191 台） 

（④南西分： 53 台） 

錦町自転車駐車場 

容量：635 台 

①北東分：262 台 

③南東分：373 台 

 

635 

1318 

資料：高架下利用基本計画をもとに作成 
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３．路上放置自転車対策の強化 

歩行者や自転車の安全な通行や良好な景観を確保するため、路上にある放置自転車の撤

去活動を強化していきます。 
 

 

 

 
出典：大野城市資料 

図 3-2 放置自転車の撤去活動の様子 

 

 

  

【具体的な取り組み】 

① 自転車放置禁止区域の設定 

  連立事業や区画整理事業等による駐輪場の整備と併せて、路上に放置された自転車

が歩行者等の通行に支障をきたさないよう、自転車の放置禁止区域を設定し、路上

放置自転車の撤去活動を強化していきます。 

 



 
第 3 章 自転車活用推進のための施策 

- 37 - 
 
 

【目標２】 自転車を活用した健康づくり 
 
●目標２に関連する開発目標（SDGs） 

目標 関連する内容 

 

3.保健 

→自転車を活用した健康 

づくり 

 
 

４．健康づくり事業の推進 

自転車を利用することが健康増進に役立つメリットを広く情報発信するとともに、市民

が通勤や買い物等の日常のなかで手軽に健康づくりに取り組める仕組みづくりを実施して

いきます。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【具体的な取り組み】 

①自転車を活用した健康づくりの啓発 

  生活習慣病の予防や体力増進などの健康づくりに対する自転車利用の有効性につい

て、周知啓発ポスターやチラシ等を作成し、広報や市が実施する健康講座や運動教

室等の健康づくり事業の際に啓発活動を行います。 
 

②自転車を活用した健康づくり制度の創設 

健康づくりインセンティブ事業等において、自転車による健康づくりのきっかけ

や、日常のなかで継続して取り組める制度を創設します。 

表 3-1 健康づくりインセンティブ事業概要（令和３年９月時点） 

対象者 大野城市在住の 40 歳以上 

ポイント

付与対象 

健康づく

り活動  

健康診査、健診結果説明会、保健指導 1 ポイント 

がん、骨粗しょう症、成人歯科検診 1 ポイント 

健康講座・運動教室への参加 

※健康増進教室、栄養相談、健康栄養クッ

キング教室、食生活改善推進教室 など 

5 回で 

1 ポイント 

歩こう運動 

※ウォーキング推進のための事業 
1 ポイント 

ポイント

交換 

ポイント数に応じて、市の特産品や商工会商品券、市指

定ごみ袋などに交換可能。 

 

 

■健康づくりインセンティブ事業とは  
特定健診やがん検診、市が指定する健康講座、運動教室などに参加することで「健康

ポイント」が貯まり、貯めたポイント数に応じて様々な商品と交換できる事業です。 

出典：大野城市資料 
 図 3-3 健康づくりインセンティ

ブ事業のチラシ 
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【目標３】 自転車を活用したにぎわいづくり 
 
●目標 3 に関連する開発目標（SDGs） 

目標 関連する内容 目標 関連する内容 

 

8.成長・雇用  

→シェアサイクル等の導入 

→自転車に関するイベント

の実施  

11.都市 

→自転車を活用した 

にぎわいづくり 

 

５．シェアサイクル等の導入 

シェアサイクルの実証実験後、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて本格導入まで至

っていないことから、昨今の社会情勢等の変化を踏まえ、after コロナにおける観光の促

進を図るためシェアサイクル等の導入を進めます。 

 
 

６．自転車に関するイベントの実施 

自転車で走ることの楽しさや利便性に気付くきっかけとなるイベントを実施し、自転車

の活用を促進するとともに、新たな地域のにぎわいの創出を目指します。 

 

 

 

  

【具体的な取り組み】 

①シェアサイクル等の導入 

   実証実験の結果を踏まえ、連立事業による市街地の新たなにぎわいの創出を見据え、

近隣市と連携しながら、令和５年度までにシェアサイクル等の導入を目指します。 

また、導入にあたっては、観光促進だけでなく通勤・通学等の日常的な移動手段と

しての活用についても検討していきます。 

【具体的な取り組み】 

①自転車を活用したイベントの企画 

   自転車に関するイベントを企画し、新たな地域のにぎわいの創出を目指します。イ

ベントの企画にあたっては、一般社団法人大野城市にぎわいづくり協議会主催の「お

おのじょうまちなかわくわくパビリオン」等の既存イベントとの連携を図ります。 

また、イベントでは、民間事業者等との共働により、自転車の無料点検や交通安全

教育などを複合的に実施していきます。 

 久留米市では、安全な自転車の乗り方を知ってもらうことを 

目的とした「サイクルチャレンジくるめ」が開催されています。 

子どもから大人まで幅広い世代が参加し、以下のイベントを 

通して、自転車利用のきっかけの創出に寄与しています。 

・ランニングバイクチャレンジ ・おもしろ自転車体験 

・まちなかポタリング     ・自転車の乗り方教室 など 

コラム：他市町村による自転車を活用したイベントの事例 

出典：久留米市 HP 
図 3-4 イベントの様子 
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７．自転車による周遊ルートの設定と情報発信 

大野城トレイルルートをもとに、自転車利用者が周遊できるルートを設定し、ルートに

関する情報発信を行うことで、自転車を活用した地域のにぎわいの創出を図ります。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：大野城市資料 

図 3-6 大野城トレイルルート一覧  

【具体的な取り組み】 

①地域資源を活かした周遊ルートの設定 

   「大野城トレイル」をもとに、御笠川や牛頸山などの本市の地域資源を活かしたサイ

クリングルートを設定します。 

   また、設定したサイクリングルートを活用し、多くの人が楽しめる自転車イベントを

関係団体と連携して企画・実施していきます。 
 

 ②周遊ルートの情報発信 

   設定した周遊ルートについて、市のホームページや広報で観光客や地域住民に対して

広く情報発信していきます。 

■大野城トレイルとは  
にぎわいとやさしさをもったま

ちづくりを推進することを目的と

した「ふるさと大野城の個性を輝

かせるトレイル」では、市内に点

在する自然・歴史・文化などの地

域資源を周遊できる７つのルート

を整備しています。 出典：大野城市資料 
図 3-5 市内の地域資源 

田園風景（彼岸花） 御笠川 



 
第 3 章 自転車活用推進のための施策 

- 40 - 
 
 

【目標４】自転車・歩行者・自動車が安全に通行する社会づくり 
 
●目標４に関連する開発目標（SDGs） 

目標 関連する内容 目標 関連する内容 

 

3.保健 

→交通事故の発生抑制 

 

4.教育 

→各種交通安全教育の実施 

→自転車の交通ルール・マナー

や日常点検整備等に関する

情報の発信 
 

8．交通安全教育の拡大推進 

全ての市民に自転車の交通ルール・マナーの周知を図るため、小学生から高齢者まで各

年齢段階に応じた自転車等の交通安全教育を実施していきます。 

 
 

 ライフステージ 小学生 中学生 高校生 大学生 社会人 高齢者 

交通安全教室 

      

 
 

    

      

 
 

街頭指導 
 
 

      

      

 
体験型教育 

 
      

保険加入のための 
広報・啓発       

 
 

紙媒体による 
交通ルール・マナー 

向上のための 
広報・啓発 

 

      

      

      

駐輪ﾏﾅｰ向上のための
広報・啓発 

      

 

※スケアード・ストレイト教育技法とは 

・・・スタントマンによる模擬の交通事故を見学し、ヒヤッとする体験を通じて啓発効果を高

める教育技法。 

【具体的な取り組み】 

①ライフステージ別の自転車交通安全教育の実施 

   小学生から高校生までは、生活が変化する入学時などに各学年に応じた交通安全教

育を実施し、社会人等に対しては、関係団体と連携した出前講座による交通安全教育

を実施していきます。 

また、日常においては、交通安全指導員や警察と連携した街頭指導に加え、公共施

設などでのチラシや PR 動画等での啓発など、様々な場面で自転車の交通ルール・マ

ナーの啓発を実施します。 

さらに、今後予定している自転車関連イベント等では、警察と連携した交通安全イ

ベントを実施し、自転車シミュレータや VR 動画などの機器を用いた体験型交通安全

講習を行います。 

新入生見守りパトロールや通学路に
おける見守り指導 

交通安全指導員や警察と連携した街頭指導 

ｽｹｱｰﾄﾞ・ｽﾄﾚｲﾄ 
教育技法による 
交通安全教育 

自転車シミュレータや VR 動画 
を活用した体験型交通安全講習 

自転車保険加入義務化の周知 

リーフレット・啓発動画等を活用した自転車交通安全教育 

市広報誌・県広報誌を活用した定期的な交通ルール・マナーの啓発 

高校生への自転車
ﾏﾅｰｱｯﾌﾟﾁﾗｼの配布 

駐輪場での街頭啓発・ 
のぼり旗の設置によるキャンペーン事業 

図 3-7 ライフステージ別の自転車交通安全教育 

関係団体と連携した出前講座による交通安全講習会 

学校における交通安全教室 
(小学校 1・4 年生、中学校 1 年生を対象に実施) 

自転車運転免許証 
の発行 

自転車交通安全 

講習受講済証の発行 
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■自転車の交通ルール・マナー向上のための取り組み 

小学校にて交通安全教育の実施や交通ルール・マナー向上のための啓発活動を行ってい
ます。 
 

 

 

 

 

 

            

 
出典：筑紫地区安全安心まちづくり推進協議会 

図 3-10 自転車の交通ルール・マナー向上のためのチラシ 

  

 出典：大野城市資料 
図 3-8 交通安全教室の様子 

 

     出典：大野城市資料 
図 3-9 交通安全教室参加者     

    に配布する免許証 
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■自転車安全利用五則 

自転車を安全に利用するため、「自転車安全利用五則」を守りましょう。  
①自転車は車道が原則、歩道は例外のみ通行可 

 自転車は、道路交通法上「軽車両」と位置づけられています。歩道と車道の区 

別があるところでは車道を通行しましょう。 

ただし、以下の場合は歩道を通行することができます。 

・「自転車及び歩行者専用」の標識や「普通自転車歩道通行 

可」の標示があるとき。 

・13 歳未満の子どもや 70 歳以上の高齢者、身体の不自由 

な人が自転車を運転しているとき。 

・道路工事が行われている場合や車道を通る車が多く危険 

な場合など、自転車の通行の安全を確保するためにやむ 

を得ないとき。 

②車道は左側を通行 

自転車は、車道の左側に寄って通行しましょう。 

③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 

歩道では、すぐに停止できる速度で走行し、歩行者の通行を妨げる場合は一時 

停止しましょう。 

④安全ルールを守る 

 以下のルールを守りましょう。 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤子どもはヘルメットを着用 

児童・幼児の保護責任者は、13 歳未満の子どもに乗車用の 

ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。 

 

コラム：自転車を安全に利用するためには 

夜間はライトを点灯 飲酒運転禁止 

2 人乗り禁止 並進禁止 

交差点での信号遵守 

一時停止・安全確認 
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9．自転車保険の加入促進 

「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例」において、令

和２年 10 月から自転車保険への加入が義務付けられたことから、市民が自転車を利用す

る様々な場面で保険加入の重要性や必要性について啓発していきます。 
 

 

 

 

 
 

  

【具体的な取り組み】 

①自転車保険への加入啓発 

  自転車利用者が多く集う駐輪場等でのぼり旗の設置やチラシの配布による周知活動

を定期的に行うとともに、交通安全教室や自転車関連イベントの実施時など様々な機

会を通じて自転車保険の加入啓発を行います。 
  

②民間事業者等と提携した加入促進 

  市内の自転車販売業者等と連携し、自転車の購入時に保険と整備点検が一体となっ

た TS マーク等の保険の加入促進や、自転車利用者の多い鉄道駅や大型商業施設等で

のチラシの配布など、自転車保険の重要性や必要性について広く啓発していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：福岡県 HP 
図 3-11 福岡県の自転車保険に関する条例のチラシ 

コラム：自転車保険への加入啓発チラシの事例 
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10．自転車点検整備の推進 

自転車利用者の安全を確保するため、交通安全教育や自転車関連イベントの機会等を通

じて、日常的な点検整備の重要性について啓発していきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的な取り組み】 

①日常的な点検整備の推進 

 自転車の整備不良による交通事故を防止するため、市内の自転車販売業者や学校等

と連携して、整備点検が行える事業所の情報や日常的な自転車点検の方法などの情報

を発信していきます。 

また、自転車関連イベントと併せて、自転車の無料点検キャンペーンや、点検整備

の方法等についての講習会などを実施し、点検整備を受ける意識の醸成を図ります。 

さらに、今後の駐輪場整備と併せて駐輪場利用者を対象とした自転車点検サービス

の実施についても検討していきます。 

 

 

 
出典：福岡県 HP 

図 3-12 自転車点検・整備等の推進に向けたパンプレット 

 

コラム：自転車点検整備促進パンフレットの事例 

日常的に自転車を点検してみましょう！ 
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11．災害時の自転車活用 

東日本大震災では、多くの交通機関が被災するなか、自転車が移動手段として活躍しま

した。 

また、令和３年５月に改訂された国の自転車活用推進計画では、被災状況の把握のため

の自転車の活用や住民の避難等におけるシェアサイクルの活用の推進が示されています。 

これらのことから、災害時における自転車の活用について調査・研究を行い、自転車を

活用した迅速な被災状況把握や帰宅困難者の解消などについて検討します。 

 

 

 

３-４ 年間スケジュール 

各目標におけるイベント等の活動については、以下のスケジュールで実施していきます。 

このほか、広報・市 HP・地方雑誌への掲載などの周知活動については、年間を通して随

時実施していきます。 

 

 

※活動内容については、施策の成果や市民ニーズを踏まえ、内容や実施時期など適宜見直していきます。 

  
図 3-13 年間スケジュール 

 

 

 

 

 具体的な取組み 活動内容 

 実施期間  

4
月 

5
月 

6
月 

7
月 

8
月 

9
月 

10
月 

11
月 

12
月 

１
月 

２
月 

３
月 

目標１ 放置自転車対策の強化 放置自転車撤去キャンペーンの実施             

目標２ 健康づくり事業の促進 
健康・食育フェスティバルでの自転車を活用

したイベントの実施 
            

目標３ 
自転車に関するイベント

の実施 

おおのじょうまちなかわくわくパビリオン

でのサイクリングイベントの開催 
            

目標 4 

交通安全教育の拡大促進 

各学校での交通安全教育の実施             

警察と連携した体験型交通安全講習の実施             

自転車点検整備の推進 
民間事業者と提携した自転車点検イベン

トの実施 
            

【具体的な取り組み】 

①災害時におけるシェアサイクル等の活用 

  国・福岡県による災害時における自転車の活用に関する課題や有用性の検証結果を

踏まえ、シェアサイクル等の災害時における活用方法について検討します。 
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